
【ご注意ください】

・市では情報提供のみを行い、取引に関するあっせん及び仲介行為は一切行っておりません。

・契約等に関するトラブルについては、当事者間で解決していただきます。

【登録の申込みやご不明な点は、下記までお気軽にお問い合わせください】

　※1.委任状の提出により、物件登録の手続きを宅地建物取引業者へ委任することができます。

　※2.空き店舗・事務所に関する申込・相談は商工業振興課までお願いします。

　※3.空き工場に関する申込・相談は企業立地推進課までお願いします。

あなたの空き店舗および工場等を再利用しませんか？

～空き店舗バンクに登録を～
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(商工業振興課)

（企業立地推進課）
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宅地建物取引業者①媒介契約

②物件登録

大仙市では、市内の空き店舗および工場等の有効活用による地域活性化を図ることを目的に、

空き店舗バンク制度を運営しております。

登録された空き店舗店舗情報はホームページで順次公開しながら、空き店舗登録者と利用

希望者双方に有用な情報を提供します。

大仙市空き店舗バンク制度フローチャート

大仙市経済産業部商工業振興課・企業立地推進課

〒０１４－８６０１秋田県大仙市大曲花園町１番１号（大仙市役所本庁２階）
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④交渉・契約
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